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(57)【要約】
【課題】電線群とコネクタとが接続された状態で、コネ
クタを電線群被着部の筒孔を通してコネクタ被着部に収
容することができて、コネクタと接続された電線群を電
線群被着部の筒孔より横出し状態とすることができるコ
ネクタカバーおよびワイヤハーネスを提供すること。
【解決手段】コネクタカバー１は、電線群１１に接続さ
れるコネクタ１２を収容する収容空間を有するコネクタ
被着部２と、コネクタ被着部２の一側面部２ｆより筒孔
３ａを有する突出状態に一体成形されており、電線群１
１を横出しするように電線群１１に被着される電線群被
着部３とを有し、電線群被着部３は突出部４を有すると
ともに、該突出部４に製作時に筒孔３ａを拡開させるた
めのスリット５ａ，５ｂ，５ｃを有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電線群に接続されるコネクタを収容する収容空間を有するとともに前記コネクタの接続
側端面部に対応する開口を有し、前記コネクタに被さるコネクタ被着部と、
　前記コネクタ被着部の一側面部より筒孔を有する突出状態に一体成形されており、前記
電線群を横出しするように前記電線群の対コネクタ近傍部分に被着される電線群被着部と
　を有するコネクタカバーであって、
　前記電線群被着部は、前記コネクタ被着部の前記開口と対応するように突出部を有する
とともに、前記突出部に前記筒孔から前記突出部の突出方向に延びる１つまたは２つのス
リットを有し、該スリットにより、前記コネクタ被着部の前記一側面部、前記電線群被着
部および前記突出部に亘り、前記筒孔が拡開されるように構成されていることを特徴とす
るコネクタカバー。
【請求項２】
　電線群と、前記電線群に接続されたコネクタと、請求項１に記載のコネクタカバーとを
有し、前記コネクタが前記コネクタカバーの筒孔を通して前記収容空間に収容されること
により、前記コネクタが前記コネクタ被着部に被着され、前記電線群が前記電線群被着部
の筒孔を通して横出しされていることを特徴とするワイヤハーネス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに被さりかつ電線群を横出しするコネクタカバーおよびワイヤハー
ネスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両のエンジンルーム、その他の被水領域に配索されるワイヤハーネスは、
電源用と信号用とアース用の複数の電線を束ねた電線群と、この電線群の端部に接続され
たコネクタと、コネクタに被さるとともに電線群のコネクタ側の端部に被さるコネクタカ
バーとを備えている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、特許文献１のコネクタカバーは、コネクタの接続方向とコネクタカバーから取
り出す電線群の軸線方向が一致している。このコネクタカバーは、コネクタに被さるコネ
クタカバーからコネクタの接続方向と直交方向に電線群を横出しする横出しタイプではな
い。
【０００４】
　一方、特許文献としての開示はないが、図６に示すように、従来の横出しタイプのコネ
クタカバー２０は、電線群３１に接続されるコネクタ３２に被着されるコネクタ被着部２
１と、コネクタ被着部２１の一側面２１ａより筒孔２３を介して電線群３１を横出しする
電線群被着部２２とを有する形態である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－９３０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、図６に示す横出しタイプのコネクタカバー２０は、電線群３１を横出し
する筒孔２３の径がコネクタ３２の外形よりも小さいので、電線群３０とコネクタ３２と
を接続した状態では、コネクタ被着部２１をコネクタ３２に被せることができなかった。
【０００７】
　このため、ワイヤハーネスの製作における結束作業では、図板上にコネクタ３２を固定
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し、該コネクタ３２の背面の接続孔に複数の電線３１ａの各端部に付設された接続ピン３
３を差し込み、複数の電線３１ａを仮結束して電線群３１とすることを、図示しない複数
のコネクタについて行い、複数の電線群を仮結束して幹線とする仮結束作業を行う。続い
て、図板上に固定されたコネクタ３２から接続ピン３３を抜いて、接続ピン３３を図６に
示す横出しタイプのコネクタカバー２０の筒孔２３に通し、さらにコネクタ被着部２１の
開口より大きく引き出した状態にしてから、コネクタ３２の背面の接続孔に接続ピン３３
を差し込み、コネクタ被着部２１をコネクタ３２に被さるように移動し、その後に各電線
３１ａの緊張箇所と余長が大きすぎる箇所を解消するように配索状況を確認して本結束す
る作業を行う。
【０００８】
　したがって、仮結束作業後、本結束作業における、コネクタ被着部２１をコネクタ３２
に被せるまでの作業工数が多く、作業性が頗る悪いという問題があった。また、接続ピン
３３を一本一本コネクタカバー２０の筒孔２３に通す作業に手間が掛かり、時には接続ピ
ン３３を曲げてしまい、コネクタ３２への接続が難しくなる虞れもあった。
【０００９】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、電線群とコネクタとが
接続された状態で、コネクタを電線群被着部の筒孔を通してコネクタ被着部に収容するこ
とができて、コネクタと接続された電線群を電線群被着部の筒孔より横出し状態とするこ
とができ、作業効率を高めることができるコネクタカバーおよびワイヤハーネスを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るコネクタカバーは、上記目的を達成するために、電線群に接続されるコネ
クタを収容する収容空間を有するとともに前記コネクタの接続側端面部に対応する開口を
有し、前記コネクタに被さるコネクタ被着部と、前記コネクタ被着部の一側面部より筒孔
を有する突出状態に一体成形されており、前記電線群を横出しするように前記電線群の対
コネクタ近傍部分に被着される電線群被着部とを有するコネクタカバーであって、前記電
線群被着部は、前記コネクタ被着部の前記開口と対応するように突出部を有するとともに
、前記突出部に前記筒孔から前記突出部の突出方向に延びる１つまたは２つのスリットを
有し、該スリットにより、前記コネクタ被着部の前記一側面部、前記電線群被着部および
前記突出部に亘り、前記筒孔が拡開されるように構成されている。
【００１１】
　この構成により、本発明に係るコネクタカバーは、突出部をスリットにより展開して電
線群被着部の筒孔を、コネクタを通せる大きさに拡開することができるので、従来とは異
なり、電線群とコネクタとが接続された状態で、コネクタを電線群被着部の筒孔を通して
コネクタ被着部に収容することができて、コネクタと接続された電線群を電線群被着部の
筒孔より横出し状態とすることができる。
【００１２】
　また、本発明に係るワイヤハーネスは、上記目的を達成するために、電線群と、前記電
線群に接続されたコネクタと、上記構成のコネクタカバーとを有し、前記コネクタが前記
コネクタカバーの筒孔を通して前記収容空間に収容されることにより、前記コネクタが前
記コネクタ被着部に被着され、前記電線群が前記電線群被着部の筒孔を通して横出しされ
ている構成である。
【００１３】
　この構成により、本発明に係るワイヤハーネスは、製作時に、図板上にコネクタを固定
するとともに、複数の電線の各端部の接続ピンをコネクタの対相手方コネクタ接続面と反
対側面部に差し込み接続して、複数の電線を電線群として纏まるように配索し、この時点
で緊張箇所と余長が大き過ぎる箇所を解消して本結束することができる。すなわち、従来
では、この時点で本結束ではなく仮結束して、接続ピンをコネクタから外してコネクタカ
バーに通してから再度コネクタに接続し、その後に複数の電線の積層状態を確認し、緊張
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箇所と余長が大きすぎる箇所を解消して本結束して電線群となるように構成していた。こ
れに対し、本発明では、電線群と接続された状態のコネクタを、該コネクタを通せるよう
に大きく拡開した筒孔を通してコネクタ被着部の収容空間に収容することができるから、
上記のように、コネクタカバーを取り付ける前に、複数の電線を、電線群として纏まるよ
うに配索した時点で緊張箇所と余長が大きすぎる箇所を解消して本結束することができ、
結束工程における作業を大幅に省略することができ、作業効率を高めることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、電線群とコネクタとが接続された状態で、コネクタを電線群被着部の
筒孔を通してコネクタ被着部に収容することができて、コネクタと接続された電線群を電
線群被着部の筒孔より横出し状態とすることができ、作業効率を高めることができるコネ
クタカバーおよびワイヤハーネスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るコネクタカバーを示す外観斜視図である。
【図２】図２（ａ）は本発明の第１の実施の形態に係るコネクタカバーを示す側面図、図
２（ｂ）はコネクタカバーを示す背面図、図２（ｃ）はコネクタカバーを示す正面図、図
２（ｄ）はコネクタカバーを示す底面図である。
【図３】図３（ａ）は本発明の第１の実施の形態に係るコネクタカバーの突出部が非展開
形態にあることを示す正面図、図３（ｂ）は本発明の第１の実施の形態に係るコネクタカ
バーの突出部が展開形態にあること示す正面図である。
【図４】図４（ａ）は本発明の第１の実施の形態に係るコネクタカバーの突出部が展開形
態にあることを示す外観斜視図、図４（ｂ）は本発明の第１の実施の形態に係るコネクタ
カバーの突出部が非展開形態にあることを示すワイヤハーネスの外観斜視図である。
【図５】図５（ａ）は本発明の第２の実施の形態に係るコネクタカバーの突出部が非展開
形態にあることを示す正面図、図５（ｂ）は本発明の第２の実施の形態に係るコネクタカ
バーの突出部が展開形態にあること示す正面図である。
【図６】図６（ａ），（ｂ）は、従来のコネクタカバーをコネクタおよび電線群とともに
示す外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
［第１の実施の形態］
　図１に示すように、図１の実施の形態に係るコネクタカバー１は、軟質のゴム成形体で
あり、コネクタ被着部２と、電線群被着部３と、突出部４と、スリット５ａ，５ｂ，５ｃ
を有している。
【００１８】
　図２に示すように、コネクタ被着部２は、周壁部と上面部とを逆さキャップ状に形成さ
れ、周壁部と上面部により形成される収容空間２ａが、図示しない電線群に接続される図
示しないコネクタに被さるように該コネクタを収容するとともに、下面側の開口２ｂが各
電線との被接続面側を露出されるように構成されている。
【００１９】
　コネクタ被着部２は、コネクタが直方体形状である場合、周壁部２ｃがコネクタの４つ
の側面部に密着し、かつコネクタの４つの側面部よりも丈が長い角筒状に形成されるとと
もに、該周壁部２ｃが上面部２ｄによって閉じられている。したがって、コネクタ被着部
２は、例えば後述するコネクタ１２を収容する場合において、コネクタ１２の上側に接続
された電線群１１のコネクタ近傍部分１１ａを９０度折り曲がる状態に収容する収容空間
２ａを有している。
【００２０】
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　さらに、コネクタ被着部２は、内面部に位置決め用突起２ｅを備えている。この位置決
め用突起２ｅは、図示しないコネクタをコネクタ被着部２の収容空間２ａに収容し、かつ
開口２ｂとコネクタの各電線との非接続面とが一致した状態で、コネクタの各側面部に当
接し、コネクタの収容空間２ａ内での位置ずれを阻止するようになっている。
【００２１】
　電線群被着部３は、コネクタ被着部２の一側面部２ｆより横方向に突出していて、該一
側面部２ｆを貫通する筒孔３ａを有する筒状に形成されている。
【００２２】
　突出部４は、コネクタ被着部２の一側面部２ｆおよび電線群被着部３と一体に設けられ
ているとともに、電線群被着部３の下面部より、コネクタ被着部２の開口２ｂ側の端部に
一致するように延びる板状に形成されている。
【００２３】
　図３に示すように、本実施の形態では、突出部４に、該突出部４の筒孔３ａに直交する
方向の厚さを４等分する厚さとなるように、かつコネクタ被着部２の一側面部２ｆを切り
開くように３つのスリット５ａ，５ｂ，５ｃが設けられている。３つのスリット５ａ，５
ｂ，５ｃのうち、中央のスリット５ｂは、突出部４の下端面から筒孔３ａの手前まで切り
開かれ、両側のスリット５ａ，５ｃは、筒孔３ａから突出部４の下面の手前まで切り開か
れている。
【００２４】
　したがって、突出部４を構成している蛇行状に連続する４つの薄板部４ａ，４ｂ，４ｃ
，４ｄのうち、両側の２つの薄板部４ａ，４ｄは、電線群被着部３の下部およびコネクタ
被着部２の一側面部２ｆに一体に連結されており、３つのスリット５ａ，５ｂ，５ｃによ
り展開されることにより、筒孔３ａの開口面積を含む大きなコネクタ導入孔６を形成する
ことができるようになっている。コネクタカバー１は軟質のゴム成形体なので、コネクタ
導入孔６を、後述するコネクタ１２を押し込むのに充分に拡開させることができる。よっ
てコネクタカバー１は、該コネクタ１２をコネクタ被着部２の収容空間２ａ内のコネクタ
１２が収容される位置まで容易に通すことができる。
【００２５】
　図４は、上述した構成のコネクタカバー１を含むワイヤハーネス１００を示す。すなわ
ち、ワイヤハーネス１００は、電線群１１と、電線群１１に接続されたコネクタ１２と、
上述した構成のコネクタカバー１とを有し、コネクタ１２がコネクタカバー１に拡開され
るコネクタ導入孔６を通して収容空間２ａに収容されることにより、コネクタ１２がコネ
クタ被着部２に被着され、電線群１１が電線群被着部３の筒孔３ａを通して横出しされて
いる。
【００２６】
　図４（ａ）に示すように、ワイヤハーネス１００は、コネクタカバー１の突出部４のス
リット５ａ，５ｂ，５ｃにより筒孔３ａを大きく拡開してコネクタ導入孔６を形成し、電
線群１１と接続されているコネクタ１２をコネクタ導入孔６を通して押し込むと、コネク
タ１２をコネクタ被着部２に収容することができるとともに、スリット５ａ，５ｂ，５ｃ
を閉じて筒孔３ａを元に戻すことにより、電線群１１をコネクタカバー１の筒孔３ａから
横出し状態とすることができる。
【００２７】
　コネクタカバー１は、コネクタ１２および電線群１１の対コネクタ接続部に被さり、防
水機能を有する。
【００２８】
　次に、ワイヤハーネス１００の製作工程を簡単に説明する。図示しない図板上にコネク
タ１２を固定するとともに、複数の電線の各端部の接続ピンをコネクタ１２の各電線との
接続面側に差し込み接続して、複数の電線を纏まるように配索し、本結束して電線群１１
を構成する。ついで、電線群１１と接続されたままのコネクタ１２を図板から外すととも
に、コネクタカバー１についてスリット５ａ，５ｂ，５ｃにより筒孔３ａをコネクタ１２
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外した電線群１１と接続されたコネクタ１２を押し込んでコネクタ被着部２の収容空間２
ａに収容し、その後、拡開したコネクタ導入孔６を元の状態に戻すと、筒孔３ａが復元さ
れ、電線群被着部３が電線群１１に被さる。
【００２９】
　したがって、図板上で、コネクタカバー１を取り付ける前に、電線群１１とコネクタ１
２とを接続し、緊張箇所と余長が大き過ぎる箇所を解消して本結束することができ、本結
束後は、電線群１１と接続した状態のコネクタ１２を図板上から外して、コネクタカバー
１を取り付けることができるから、冒頭で述べた従来の製作作業に比べて、作業を大幅に
省略することができ、作業効率を飛躍的に高めることができる。
【００３０】
　［第２の実施形態］
　図５は、本発明の第２の実施の形態に係るコネクタカバー１Ａを示している。コネクタ
カバー１Ａは、軟質のゴム成形体であり、コネクタ被着部２と、電線群被着部３と、突出
部４Ａと、スリット５ｄを有している。コネクタカバー１Ａの、第１の実施の形態に係る
コネクタカバー１との構造上の相違は、コネクタカバー１の突出部４が３つのスリット５
ａ，５ｂ，５ｃによって展開されるように構成されるのに対し、コネクタカバー１Ａの突
出部４Ａが、突出部４よりも肉薄で１つのスリット５ｄによって展開される２つの薄板部
４ｅ，４ｆを有するように構成される点にある。
【００３１】
　コネクタカバー１Ａは、スリット５ｄによって２つの薄板部４ｅ，４ｆが展開されたと
きのコネクタ導入孔６Ａの形状が、第１の実施の形態として示したコネクタ導入孔６の形
状と相違するが、コネクタ１２をコネクタ導入孔６Ａに押し込んで収容空間２ａに収容で
きることで機能を果たすものであり、本質的な相違はない。
【００３２】
　コネクタカバー１Ａを含むワイヤハーネスは、第１の実施の形態に係るコネクタカバー
１を含むワイヤハーネス１００と同等である。
【００３３】
　以上のように、本発明は、電線群とコネクタとが接続された状態でコネクタを電線群被
着部の筒孔を通してコネクタ被着部に収容することができて、コネクタと接続された電線
群を電線群被着部の筒孔より横出し状態とすることができ、作業効率を高めることができ
るという効果を有し、横出しタイプのワイヤハーネスに装着されるコネクタカバーおよび
ワイヤハーネス全般に有用である。
【符号の説明】
【００３４】
　１，１Ａ　コネクタカバー
　２　コネクタ被着部
　２ａ　収容空間
　２ｂ　開口
　２ｆ　一側面部
　３　電線群被着部
　３ａ　筒孔
　４，４Ａ　突出部
　５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄ　スリット
　６，６Ａ　コネクタ導入孔
　１１　電線群
　１１ａ　対コネクタ近傍部分
　１２　コネクタ
　１００　ワイヤハーネス
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